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答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）２５条２項の規定に基づく保護変更決定処分及び法６３条

の規定に基づく返還金額決定処分に係る各審査請求について、審査庁から諮

問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件各審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対して行った、法２５条２項の規定に基づく保護変

更決定処分（令和５年９月２０日付○○号。以下「本件処分１」とい

う。）及び法６３条の規定に基づく返還金額決定処分（２０２３年１

０月６日付○○号。以下「本件処分２」といい、本件処分１と併せて

「本件各処分」という。）について、それらの取消しを求めるものと

解される。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

１ 令和５年３月から７月までの障害年金が一括で入金されたところ、

その全額の返還を求められる一方で、障害者加算の認定は２か月前ま

でしか遡らないこととなった。 

問答集問１３－２（答）は最低生活費の遡及変更は３か月程度とす

る一方、問答集問１３－６（答）は年金の過払返還について受給権発

生日まで遡るとしているが、これらは整合性を欠くものだから、同時

に適用するべきではない。 

本来、障害者加算は、障害があることによって余計にかかる生活費

（障害需要）への補填が目的である。３月から障害年金２級と認めら

れているのに、障害者加算で補填ができない期間が生じているのはお

かしい。 

年金額改定の審査が３か月で終わった者には早期に加算が付くのに

請求人のように審査に６か月を要した者には４か月分の加算が付かな
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い。行政の都合による審査遅延で不利益が生じるのは、憲法１４条の

平等原則に反する。 

加算と返還の適用期間は同一にすべきであり、返還を２か月分にと

どめるか、加算を同年３月まで遡及して認定するか、いずれかに是正

することを求める。 

２ 本件処分２に係る自立更生免除の説明を受けていない。説明があれ

ば、事故の危険がある家電の買い替えや生活維持に必要な費目につい

て免除を申請していたはずである。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件各審査請求はいずれも理由がないから、行政不服審査法４５条

２項により、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年 ７月１８日 諮問 

令和７年 ９月２４日 審議（第１０４回第３部会） 

令和７年１０月２９日 審議（第１０５回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め 

⑴ 保護の補足性・基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資

産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために

活用することを要件として行われると規定し、法８条１項は、保護

は、厚生労働大臣の定める基準（生活保護法による保護の基準。昭和

３８年４月１日厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）

により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又

は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものと

規定している。 

そして、保護費の額の算定は、保護基準によって、法１１条１項各
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号に掲げられている保護の種類ごとに定められたところに従い、要保

護者各々について具体的に決定されるものである。 

⑵ 障害者加算 

ア 保護基準別表第１・第２章・２・⑵・イは、障害者加算の一つと

して、身体障害者福祉法施行規則別表第５号の身体障害者障害程度

等級表の３級又は国民年金法施行令別表に定める２級のいずれかに

該当する障害のある者を対象としている。 

イ 保護基準は、生活扶助、住宅扶助、出産扶助及び葬祭扶助の基準

額を定めるに当たり、地域ごとの級地区分を定めており、○○市

は、級地区分において「１級地－１」に該当する地域であるとし

（保護基準別表第９・１・⑴）、同地域における上記アの障害者加

算額は、月額１７，８７０円としている（保護基準別表第１・第２

章・２・⑴。在宅）。 

ウ 扶助費の遡及支給の限度 

「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生労働

省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問１

３－２（答）は、扶助費の追加支給の限度について、最低生活費の

遡及変更は３か月程度（発見月からその前々月分まで）と考えるべ

きであるとする。ただし、最低生活費の認定変更が適切に行われな

かったことについて、受給者に何ら過失がないなどの受給者に帰責

する事由がなく、かつ保護の実施機関において認定を誤ったことが

明らかな場合は，発見月から前５年間を限度として追加支給して差

しつかえないとする。 

⑶ 費用返還義務 

ア 法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力があるにも

かかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都

道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相

当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しな

ければならないとしている。 

イ 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月

１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」と

いう。）第８・３・⑵・ア・(ｱ)は、保護における収入認定に当た

っては、保護の実施機関は、恩給、年金、失業保険金その他の公の

給付については、その実際の受給額を収入として認定することとし
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ている。 

ウ 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」

（平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働省社会・

援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。）１・⑴は、法６

３条に基づく費用返還の取扱いについて、「法６３条に基づく費用

返還については、原則、全額を返還対象とすること」とし、「ただ

し、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の自立が著

しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の額を返還額

から控除して差し支えない」とし（以下、この取扱いを「自立更生

免除」という。）、上記の「次に定める範囲の額」として、「④当

該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたものであ

って、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度とし

て保護の実施機関が認めた額」、「⑥当該収入があったことを契機

に世帯が保護から脱却する場合であっては、今後の生活設計等から

判断して当該世帯の自立更生のために真に必要と保護の実施機関が

認めた額」等が挙げられている。また、課長通知１・⑵は、遡及し

て受給した年金収入に係る自立更生免除の取扱いについては、上記

の課長通知１・⑴の取扱いと異なり、定期的に支給される年金の受

給額の全額が収入認定されることとの公平性を考慮して、厳格に対

応することが求められるとしている。 

エ 問答集問１３－６（答）・⑴は、法６３条に基づく費用返還請求

の対象となる資力の発生時期について、「年金受給権は、裁定請求

の有無にかかわらず、年金支給事由が生じた日に当然に発生してい

たものとされている。したがって、この場合、年金受給権が生じた

日から法第６３条の返還額決定の対象となる資力が発生したものと

して取り扱うこととなる。」としている。 

オ 課長通知１・⑵・(ｳ)は、遡及受給した年金収入に係る法６３条

の規定に基づく費用返還の取扱いにおいて、「年金受給権発生日が

保護開始前となる場合、返還額決定の対象を開始時以降の支払月と

対応する遡及分の年金額に限定するのではなく、既に支給した保護

費の額の範囲内で受給額の全額を対象とすること。」としている。 

⑷ 次官通知、課長通知及び問答集の位置付け 

次官通知は、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づ

く法の処理基準である。課長通知は、地方自治法２４５条の４第１項
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の規定に基づく技術的な助言である。また、問答集は、生活保護制度

の具体的な運用・取扱いについて問答形式により明らかにするもので

あり、実務の適切な遂行に資するものとして、その内容は妥当なもの

であると認められる。 

２ 本件処分１について 

⑴ 国民年金・厚生年金保険支給額変更通知書によると、請求人の障

害の等級は「２級１６号」であるから、請求人は保護基準別表第

１・第２章・２・⑵・イに定める障害のある者（１・⑵・ア）に該

当すること、請求人は○○市の居宅において保護を受けていること

からすると、請求人の障害者加算額は月額１７，８７０円（１・

⑵・イ）であると認められる。 

⑵ 処分庁は、本件各通知書を令和５年９月１２日に収受しており、

これにより上記⑴の事実を把握したのであるから、発見月（１・

⑵・ウ）は同年９月である。 

なお、保護の実施機関において認定を誤ったことが明らかであると

認めるべき事情はないから、発見月から前５年間を限度として追加支

給して差しつかえない旨の定め（同）を適用することはできない。 

⑶ そうすると、障害者加算を含む扶助費の遡及支給の限度は発見月

からその前々月までとされているから（１・⑵・ウ）、処分庁が、

その前々月である同年７月まで遡って請求人の保護費を変更し、障

害者加算を扶助することを決定した本件処分１は、上記１の法令等

の定めに則り適正に行われたものであり、違法・不当な点は認めら

れない。 

３ 本件処分２について 

⑴ 収入認定、資力の発生時期及び費用返還義務について 

請求人は、令和５年３月に遡ってその年金額が変更されたことによ

り、同月から同年７月までの差額２２９，１９２円について一括して

支払を受けることとなり、同年９月１５日に、同金額を受領した。 

年金については実際の受給額を収入として認定するとされ（１・

⑶・イ）、遡及受給した年金収入に係る資力の発生時期は年金受給権

発生日であり、年金支給事由が生じた日とされているから（同・エ）、

請求人については、令和５年３月に２２９，１９２円の資力が発生し

ていたものとして取り扱われる。 

したがって、請求人は、同月から法６３条が定める「資力があるに
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もかかわらず、保護を受けた」こととなるから、その受けた保護金品

（本件年金）に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定め

る額を返還しなければならない（同・ア）。 

⑵ 返還対象額について 

年金受給権発生日が保護開始前である場合、既に支給した保護費の

額の範囲内で受給額の全額が返還の対象となる（１・⑶・オ）。請求

人については、令和５年４月２８日から同年７月３１日までに受給し

た保護費の額が５６１，２６４円であり、これは本件年金の額を超え

ているから、本件年金の全額に相当する額が返還の対象になる（別

紙）。 

⑶ 自立更生免除について 

遡及して受給した年金に係る自立更生免除については、定期的に支

給される年金との公平性を考慮して、厳格に対応することが求められ

ているところ（１・⑶・ウ）、本件処分による返還金額を決定するに

当たって、処分庁は、請求人から自立更生免除について希望がないこ

とを確認していることが認められる。 

そうすると、自立更生免除の適用をしなかった処分庁の判断に不合

理な点はないというべきである。 

⑷ 上記⑴ないし⑶によれば、処分庁は、本件年金の全額に相当する

額（２２９，１９２円）の範囲で返還金額を決定すべきであり、ま

た、自立更生に係る控除額は０円であるから、法６３条の規定に基

づく返還決定額は２２９，１９２円である。 

以上のことから、本件処分２は、上記１の法令等の定めに則り適正

に行われたものであり、違法・不当な点は認められない。 

４ 請求人の主張についての検討 

⑴ 請求人は上記第３・１のとおり、問答集問１３－２及び問答集問

１３－６の各回答に矛盾があり、これらの適用は憲法１４条の定め

に反する旨を主張する。 

この点、問答集問１３－２は、法２５条に関する事項を定めるもの

であり、行政処分の早期確定の要請及び生活扶助が現在の生活困窮に

対処する給付である以上、過去分を長期にわたり追加支給するのは制

度趣旨に適さないことを理由に、遡及を原則３か月に限定するとして

いる。 

 一方、問答集問１３－６は、法６３条に関する事項を定めるもので
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あり、返還額は受給権発生日まで遡るのは、生活保護の補足性の原理

を徹底し、資力発生時点の操作を防いで受給者間の公平を図るためで

あるとしている。 

 このように、これらの回答は法的根拠及び趣旨を異にするものであ

り、加算と返還の遡及期間に差が生じることがあっても、平等原則に

反するということはできないから、請求人の主張は採用できない。 

⑵ 請求人は上記第３・２のとおり主張する。 

しかし、処分庁が請求人に対して困っていることや足りていない物

があるか質問をしており、遡及して受給した年金収入に係る自立更生

免除の取扱いについては厳格に対応することが求められること（１・

⑶・ウ）を考慮すると、処分庁の上記の対応を理由として本件処分２

に違法・不当な点があるということはできない。 

５ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件各処分のいずれにも違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙（略） 


